
産業建設常任委員会審査日程 
 

日 時  令和６年８月２８日（水） 

                     午前９時から 

場 所  第１委員会室       

 

～審査内容～ 
 

１ 山陽小野田地方卸売市場の審査を求める陳情について 

  所管事務調査 卸売市場に関することについて                                

 

 



陳情についての委員会審査（7月 25日）の概要 

 

１．別紙に掲載されている損益計算書、貸借対照表について間違いないものであ

るかどうか、また、市はこれを把握しているか。 

 

 （市回答） 

  損益計算書と貸借対照表は、来年度の契約における貸付け料を算定するた

めの参考資料として、資料と一緒のものが提出された。 

 

 （委員会） 

 ・市が資料を把握しているのはわかるが、間違いないものであるかをフレッシ

ュに確認するべきである。 

 

２．市が契約書から推察できるフレッシュが得る転貸による令和５年度の家賃

収入はいくらになると予測するか。 

 

 （市回答） 

  令和５年度の家賃収入は３２４万５，０００円であったと思われる。 

 

 （委員会） 

 ・フレッシュの決算書類で確認する。 

 

３．フレッシュが減免によって市に支払う令和５年度の家賃は年額いくらか。 

 

 （市回答） 

  土地と家屋を足すと３３万８，５０２円である。 

 

 （委員会） 

 ・フレッシュの決算書類で確認する。 

 

４． 

（１）別紙によればフレッシュの今期令和５年度の売上げは１億円を見込んで

いるとのことであるが、市はこの事実を把握しているか。 

 

（市回答） 

  開設の際に、報道から取材を受けたときの株式会社フレッシュが回答した

資料１



ものと思われるが、一部の新聞には、来年度は１億円を見込むとあるため、

その意気込みや目標を回答したものではないかと思う。 

   

 （委員会） 

 ・市に再度、詳細を聞く。 

 

（２）また、市は、フレッシュの今年度売上げをいくらと推察しているか。 

  

（市回答） 

  フレッシュの今年度売上げは、昨年度実績と同じぐらいではないかと考え

ている。 

 

 （委員会） 

 ・市に再度、詳細を聞く。 

 

（３）また、一般的な青果の地方卸売市場の年間売上高或いは売上高の平均値の

目安はいくらか。 

 

 （市回答） 

  農林水産省の令和６年２月の資料によれば、全国で地方卸市場が９０５存

在しており、その中で地方卸市場の全体の青果、食肉、水産物、花卉も含め

ると、全体の取扱高が２兆８,０００億円で、９０５で割ると、３０億９,０

００万円が全体の平均となる。山口県の資料では、令和４年度の実績では、

下関市場で１９億１,０００万円、周南市場は、青果、果実、花卉を併せて

４０億１００万円、防府市場で、１２億４，５００万円、県の中央市場は花

卉のみで１１億４，０００万円である。 

 

 （委員会） 

 ・本卸売市場と同様の品目を扱っている類似した卸売市場の売上高の資料が

欲しい。 

 

５．別紙によれば今年２月に、とある事業者がフレッシュに対して市場活性化の

ために半分を借り、一緒に市場を盛り上げたいとの相談があったというが、こ

の事実を把握しているか。 

 

 （市回答） 



  陳情者から、話を聞いているが、卸業者のフレッシュには確認はしていない。 

 

 （委員会） 

 ・市に再度、詳細を聞く。 

 

６．上記５の内容は、別紙にある「市場運営ではなく賃貸で稼ぐつもり」である

との主張を裏付ける１つの材料となり得るもので、市及び議会は把握する必

要がある。 

 

 （市回答） 

  陳情者から、話を聞いているが、卸業者のフレッシュには確認はしていない。 

 

 （委員会） 

 ・議会も把握する必要がある。 

   

７．上記１、２、３、４、５の内容は、議会として今後も減免するに相応しいか

どうかの判断材料となるので、市に調査を求める必要のある事項である。 

 

 （委員会） 

 ・議会としても市に調査を求めていく。 

 

８．そもそも地方卸売市場を運営する上で、売場の半分を仕切り、貸し出すこと

が適切な市場運営と言えるかどうか、執行部の考えはどうか。また現在も仕切

ったままであるのはなぜか。 

 

 （市回答） 

  売場の仕切りは、令和５年度の転貸の際に加工申請が提出され承認したこ

とにより設置された。令和６年３月３１日で転貸承諾の解除を行ったため、

転借人が撤去すべきであるが、フレッシュが加工場及び青果物の保管用仕

切り板として引き続き利用したいとのことであった。なお、令和６年４月１

日付で加工承認申請が提出され、市が承認した。 

 

 （委員会） 

 ・市に再度、詳細を聞く。 

 

９．フレッシュが上記８での運営で良いということは、上記４の他市場ほどの売



上げを目指していない考えであるように見て取れるが市はどのように考える

か。 

 

 （市回答） 

  仕切り板があることによって売場としての用途に外れているわけではない

と考えている。地方卸市場の持つ公益性、公共性の役割を果たしているかと

いうことについては、市場における取扱高、地元出荷者数、売買参加者数等

と実績を見て判断していきたい。 

 

 （委員会） 

 ・市に再度、詳細を聞く。 

 

１０．上記の１～９を踏まえ市は、フレッシュとの契約について「計画どおり現

状維持」、「契約の途中解除」、「契約更新しない」、「減免の内容変更を上程」、

「減免の議案上程をしない」等々選択肢があるが、現時点で具体的にどのよ

うに考えているか。 

 

 （市回答） 

    全ての選択肢が可能性として考えられる。本契約が履行されることを前提

として考えていきたい。 

 

 （委員会） 

 ・議会としてどこまで関与できるか、整理していく。 

 

１１．市は上記１０に関わる今後の減免措置を含め、契約に関わる結論をいつま

でに出す考えか。 

 

 （市回答） 

  現契約存続期間満了の６か月前までに契約の更新に係る結論を出す予定で

ある。 

 

 （委員会） 

 ・議会としてどこまで関与できるか、整理していく。 

 

１２．仮に市が計画どおりの減免措置の議案を上程する場合、その審査に十分納

得できる資料や裏づけのある計画等が議会側に示されると考えてよいか。 



 

 （市回答） 

  議会が求める客観的な数値や次年度以降の計画等、議会の審査に必要な資

料の提出に努めたい。 

 

 （委員会） 

 ・審査に必要な資料の提出はある。 

 

１３．何らかの事情によって、地方卸売市場の運営が困難となった場合、附属店

舗の営業はどのようになるのか。 

 

 （市回答） 

  債務不履行による解約の場合と、賃貸人からの更新の拒絶ないし解約の申

出の場合で対応が分かれる。後者の場合は借地借家法により賃貸人から転

借人に通知し、その通知がされた日から６か月を経過することで、転貸借の

契約が終了する。 

 

 （委員会） 

 ・市に再度、詳細を聞く。 

 

１４．付属店舗には上記１３についての説明がなされているか。その説明は、フ

レッシュとの付属店舗との契約前に行われたか。誰が行ったか。付属店舗が

納得しているか。 

 

 （市回答） 

  付属店舗を現在転借している２業者については、市が契約前にリスクの説

明をしている。 

 

 （委員会） 

 ・市に再度、詳細を聞く。 

 

１５．記事に「役員貸付金に対する利息の支払いがなされていない」とあるが、

これは法的問題が出てくる可能性があり、この事実確認をすべきである。 

 

 （市回答） 

  現状の数字をもって違法性があると市は考えていないが、減免貸付けをす



る場合において議会の審査に必要であれば事実確認をしていく。 

 

 （委員会） 

 ・市やフレッシュに事実確認をしていく。 

 

１６．上記１５の調査により、もし違法行為が確認された場合、他の内容とは異

なり重大な問題であると考えるが、市はその場合どのように対応するのか。 

 

 （市回答） 

  違法行為、あるいは契約に違反する行為の事の重大性によると考えている。

軽微な違法行為等によって、直ちに契約解除されるものではなくその都度、

当該事実をもって判断していきたい。 

 

 （委員会） 

 ・市に再度、詳細を聞く。 

 

 

資料請求 

・類似する卸売市場の売上高の資料 

・１３の回答において論拠としている借地借家法の説明資料 



資料２





令和4年3月25日 地方卸売市場として認定

令和4年6月 市場の土地・建物における減額貸付について議案上程

可決

令和4年7月1日 山陽小野田地方卸売市場　開設

土地建物賃貸借契約（R4.7.1～R7.3.31）

令和5年4月27日 事務所・売場一部　転貸承諾（㈱エコプロ）

令和5年5月1日 旧丸珠物産建物　転貸承諾（らいおん亭）

令和5年10月26日 売場一部　転貸承諾の解除通知

令和5年10月30日 附属店舗（４区画）　転貸承諾（パン屋）（～R7.3.31）

令和6年3月28日 契約の遵守について文書発出

令和6年4月1日 附属店舗（３区画）　転貸承諾（ほりうち㈱）（～R7.3.31）

旧丸珠物産建物　転貸承諾（らいおん亭）　更新（～R7.3.31）

事務所　転貸承諾（㈱エコプロ）　更新（～R6.12.31）

産業建設常任委員会資料

地方卸売市場認定から現在まで



山陽小野田市普通財産貸付料算定基準 

 

（趣旨） 

第１条 この基準は、山陽小野田市財務規則（平成１７年山陽小野田市規則第

５２号）第１４２条に規定する普通財産の貸付けについて、必要な事項を定

めるものとする。 

 （貸付の対象及び貸付料の徴収） 

第２条 市が貸付けを行う普通財産は、土地又は建物とし、市はこれらの貸付

けについて１年を単位として貸付料を徴収するものとする。  

 （土地の貸付料） 

第３条 市が土地を貸し付ける場合にその賃貸借に係る貸付料の年額は、当該

土地の固定資産評価額に１００分の４を乗じて得た額（以下「土地貸付料基

準額」という。）とする。ただし、電柱、電線、地下埋設管、看板その他これ

らに類するものを設置し使用する場合は山陽小野田市道路占用料徴収条例

（平成１７年山陽小野田市条例第９６号）の規定の例により算定する。  

２ 前項の規定にかかわらず、平成１７年度以前から継続して貸し付けている

土地に係る貸付料の年額については、その貸付料の年額が土地貸付料基準額

に達するまでの間に限り、前年度貸付料の年額に、当該年度の土地貸付料基

準額に１００分の５を乗じて得た額を加えた額（この項において「算出額」

という。）とする。ただし、算出額が土地貸付料基準額に１００分の２０を乗

じて得た額に達しない場合の貸付料の年額は、土地貸付料基準額に１００分

の２０を乗じて得た額とする。 

（建物の貸付料） 

第４条 市が建物を貸し付ける場合にその賃貸借に係る貸付料の年額は、当該

建物の固定資産評価額に１００分の１０を乗じて得た額に、当該建物の存す

る土地について前条の規定により算出して得た貸付料の年額を加えた額とす

る。ただし、建物の一部を貸し付ける場合は、当該建物の存する土地に係る

貸付料の年額は含めないものとする。  

 （貸付料の日割り計算） 

第５条 第２条の規定にかかわらず、土地又は建物の貸付期間が１年未満であ



るとき、又は貸付期間に１年未満の端数があるときは、前２条の規定により

算出した年額を基礎として日割りによって計算して得られた額を貸付料の額

とする。 

２ 前項の規定により日割り計算する場合には、閏年を含む期間についても、1

年を３６５日として取り扱うものとする。 

（消費税） 

第６条 土地又は建物に係る貸付料は、前３条の規定により算出した年額に 

１００分の１１０を乗じて得た額とする。ただし、消費税法（昭和６３年法

律第１０８号）第６条第１項の規定により非課税とされるものを除く。  

 （貸付料の端数計算） 

第７条 前条の規定により算出された貸付料の額に１円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てるものとする。 

 （貸付料の減免） 

第８条 市長は、山陽小野田市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例（平

成１７年山陽小野田市条例第６２号）第４条及び普通財産の無償貸付又は減

額貸付基準（平成１７年３月２２日制定）により、土地又は建物の貸付けに

ついて、その貸付料を減額し、又は免除することができる。 

   附 則 

 この基準は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この基準は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この基準は、平成３１年４月１日から施行する。 

  附 則 

この基準は、令和元年１０月１日から施行する。  

（施行期日） 

この基準は、令和２年１月１日から施行する。  

 



 

議案第４５号 

 

財産の減額貸付けについて 

下記のとおり財産を減額して貸し付けることについて、地方自治法第９６条

第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和４年６月８日提出 

 

山陽小野田市長 藤 田 剛 二   

 

記 

 

１ 減額貸付けをする財産 

 (1) 土地 

所 在 山陽小野田市大字西高泊字西大塚 

地 番 １１８４番１ ほか 

地 積 ８，５８４．６１平方メートル 

 (2) 建物 

所 在 山陽小野田市大字西高泊字西大塚１１８４番地１ ほか 

床面積 １，７６２．８６平方メートル 

２ 減額貸付けの相手方 

  山陽小野田市大字西高泊１１８４番地１ 

  株式会社フレッシュ 

  代表取締役 高 橋 真 也 

３ 減額貸付けの理由 

  株式会社フレッシュが公益性の高い地方卸売市場の運営を継続的に行うこ

とができるようにするため、旧山陽小野田市地方卸売市場の施設を当該法人

に減額して貸し付けるものである。 

４ 減額貸付けの条件 

(1) 卸売市場法（昭和４６年法律第３５号）第１３条に規定する認定を受け



 

た地方卸売市場の用に供すること。 

(2) 市と締結する卸売市場の運営に関する協定に基づき、運営すること。 

５ 減額貸付けの期間 

  令和４年７月１日から令和７年３月３１日まで 

６ 貸付けの金額 

令和４年７月１日から令和５年３月３１日まで ２５４，１０８円 

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで ３３８，５０２円 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで ３３８，５０２円 

 

山陽小野田市普通財産貸付料算定基準に基づく貸付料 

年額 ３，３８５，０２２円 

 



山陽小野田市地方卸売市場施設貸付料算定表

使用部分貸付料

R5.4.1～R.6.3.31

8,584.61㎡ 8,584.61㎡ 7,060円/㎡ 60,607,347円 60,607,347円  4/100 2,666,722円 266,672円

売場・事務所
(1階･2階延べ)

1,222.00㎡ 1,222.00㎡ － 1円 1円 10/100 0円 0円

附属営業店舗 140.00㎡ 140.00㎡ － 1円 1円 10/100 0円 0円

倉庫 62.00㎡ 62.00㎡ － 1円 1円 10/100 0円 0円

冷蔵庫 66.00㎡ 66.00㎡ － 1,550,000円 1,550,000円 10/100 170,500円 17,050円

屋外トイレ 41.00㎡ 41.00㎡ － 1円 1円 10/100 0円 0円

旧丸珠物産
(1階･2階延べ)

231.86㎡ 231.86㎡ － 4,980,000円 4,980,000円 10/100 547,800円 54,780円

小計 1,762.86㎡ 1,762.86㎡ － － － － 718,300円 71,830円

10,347.47㎡ － － － 3,385,022円 338,502円

貸付料
算定基準

使用部分
貸付料

（年額/税込）

土地
(駐車場・屋外トイレ)

建物

合計

物件の表示 面積 使用面積 単価 価格 使用部分価格



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 









資料３-（１）





資料３-（２）





資料３-（３）


